
   

 
京阪電車ポイント還元サービス利用規約【新旧対照表】 
【2026年 3月 7日より適用】 

改   定 現   行 
⑨ 京阪電車ポイント還元サービス利用規約 

2020.11.20 制定 

2023. 3.22改定 

2025.12. 2 改定 

2025.12.29 改定 

2026. 3. 7改定 

 

（目的） 

第１条 

～          （現行どおり） 

（管轄裁判所） 

第 21条 本サービスに関連して、利用者と当社との間で紛争が 

生じた場合には、利用者と当社において誠意をもって協議し 

解決する。 

２ 協議しても解決しない場合、大阪地方裁判所を専属管轄裁 

判所とする。 

 

（規約の有効期間） 

第 22条 本規約は、２０２６年３月７日より効力を有する。 

 

附 則 

〔旅客の輸送契約条件の変更〕 

～          （現行どおり） 

別表３ 利用情報等の登録変更申込書 

 

別表４ 当社が定める公的証明書等とは 

 

 

 

 

  

運転免許証・パスポート・身体障害者手帳（写真付）・療

育手帳（写真付）・精神障害者保健福祉手帳（写真付）・マ

イナンバーカード（写真付）・学生証（写真付）・外国人登

録証明書（在留カードまたは特別永住者証明書）・社員証

（写真付）・資格確認書および発行日付から３か月以内の

公共料金請求書か領収書または住民票の写し（コピーでは

ない）・運転経歴証明書 

公共料金…電気、電話（携帯電話含む）、ガス、水道、Ｎ

ＨＫをいう。 

⑨ 京阪電車ポイント還元サービス利用規約 

2020.11.20 制定 

2023. 3.22 改定 

2025.12. 2 改定 

2025.12.29 改定 

 

 

（目的） 

第１条 

～          （省   略） 

（管轄裁判所） 

第 21条 本サービスに関連して、利用者と当社との間で紛争が

生じた場合に 

は、利用者と当社において誠意をもって協議し解決する。 

２ 協議しても解決しない場合、大阪地方裁判所を専属管轄裁

判所とする。 

 

（規約の有効期間） 

第 22条 本規約は、２０２５年１２月２９日より効力を有する。 

 

附 則 

〔旅客の輸送契約条件の変更〕 

～          （省   略） 

別表３ 利用情報等の登録変更申込書 

 

別表４ 当社が定める公的証明書等とは 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

運転免許証・パスポート・身体障害者手帳（写真付）・療

育手帳（写真付）・精神障害者保健福祉手帳（写真付）・資

格確認書・外国人登録証明書（在留カードまたは特別永住

者証明書）・学生証（写真付）・社員証（写真付）・運転経

歴証明書・マイナンバーカード（写真付）。 

資格確認書の場合は、公共料金請求書（または領収書）の

原本（発行日付から３ヶ月以内のもの）を併せてご用意く

ださい。 

公共料金…電気、電話（携帯電話含む）、ガス、水道、Ｎ

ＨＫをいう。 

＊下線部が改定箇所。 

 


